
ギリスに学ぶ意義は依然として大きいと感じて

いるからと言う。一口に所得保障政策といって

も，就労支援から，失業給付，生活保護，年金，

障害者や児童に対する手当，税控除など様々な

制度が存在する。また，二大政党が政策の違い

を明確にして選挙を戦うイギリスでは，政治的

な意思決定が迅速に行われることもあり，あら

ゆる政策が日本と比較にならない速さで変化す

る。このため，幅広い政策分野において，個々

の制度を正確に，かつ，直近の動向まで把握し

て整理し，一冊の本にまとめるという作業は，

大変な熱意と手間暇が必要となる。最近の文献

では，ニューディールや年金改革など個別の分

野を採りあげた論文はあっても，全体の動きを

就労支援との関係も含めて総合的に論じた類書

は見当たらない。また，本書は，与野党のマニ

フェストから政府の緑書・白書まで膨大な一次

資料を丁寧にチェックし，整理を行っているた

め，読者にとって信頼感のある記述となってい

る。そのような意味で，本書は大変な労作であ

り，その資料的価値は高い。

以下，本書の内容について紹介を行った後，

若干の論点と課題を述べることとしたい。

２ 本書の内容

本書は，６章からなるが，第１章の総論部分

を除けば，対象となるグループごとに縦割りで

記述されている。第１章「英国所得保障政策の

俯瞰」では，1980年代以降の政策の変化が，

公共支出の削減，民間部門の活用，選別主義化，

社会保険原理の希薄化，所得の不平等の拡大及

び就労への指向という面から要約されている。

特に，労働党政権の時代には，年金クレジット

や給付付税額控除の導入など保守党政権以上に

選別主義的手法が多用されたこと，国民保険料

は所得比例であるにもかかわらず，保険給付の

定額化やミーンズテスト付支出への置換えが進

１ はじめに

イギリスでは，従来，ベバリッジ報告に基づ

き創設された，老齢，失業，障害等のリスクを

包含する国民保険制度が所得保障において中心

的な役割を果たしてきた。しかし，近年，税財

源によるミーンズテスト付の福祉給付や給付付

税額控除（タックス・クレジット）が拡大し，

また，私的年金が普及したため，イギリスの所

得保障は，日本と同様，様々な目的や受給要件

を持つ給付が錯綜し，複雑な制度体系となって

いる。2010年，キャメロン保守党・自民党連

立政権が発足したが，就労世代に対する様々な

福祉給付と給付付税額控除を統合した，簡素な

ユニバーサル・クレジットを導入しようとして

おり，制度全体が様変わりする可能性がある。

本書は，このように急速に変化している近年

のイギリスの所得保障政策の動向，すなわち，

1997～2010年の労働党政権（ブレア，ブラウ

ン）とその後の連立政権における就労世代，障

害者，高齢者及び児童に対する所得保障政策の

流れを，就労との関係を軸として整理，分析し

たものである。

著者は，イギリスでの滞在経験も豊富で，長

年，同国の社会政策の研究に携わってこられた

が，本書を改めて執筆した意図は，外国研究が

多様化している中でも，絶えず挑戦を続けるイ
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み，保険料と給付との牽連性が小さくなったこ

と，所得保障制度のワークフェア的性格が強ま

り，就労を軸とした政策展開が顕著に見られる

点が以前の保守党政権と異なる特徴であること

等を指摘している。また，連立政権の主要課題

は財政赤字の縮小であったが，老齢年金と児童

貧困対策を除き，集中的な給付削減が行われる

とともに，その方向性として，ユニバーサル・

クレジットによる選別主義の強化，国民保険料

の社会保障税化，児童貧困対策における所得格

差是正から機会格差是正へのシフト，「福祉か

ら就労へ」の徹底等が見られることを指摘して

いる。

第２章「就労世代に対する所得保障政策」で

は，労働党政権が所得保障政策と就労重視路線

を一体的に展開してきたことを論じている。所

得保障が必要となる就労世代とは，求職者，ひ

とり親，ワーキングプア，就労困難による貧困

者などであるが，ブレア政権は，貧困に対応す

る最善の方法は人々の就労を支援することとい

う考えの下，従来は就労が期待されなかったよ

うな層にも就労支援を拡張した。最低賃金や税

クレジットの整備に加え，「福祉から就労へ」

政策を展開し，ニューディール事業を強力に推

進した。その際，「メイク・ワーク・ペイ」や

「働ける者には仕事を，働けない者には安心を」

というフレーズが多用されたが，前者では，給

付を受けるよりも就労する方が報われることを

説明しつつ，後者により，働けない者は給付を

受ける権利があるが，そうでなくなれば，真剣

に職探しを行う義務があることが強調された。

労働党政権の終盤には，就労支援の早期化，個

別化が進むとともに，所得保障制度自体が就労

支援の役割を果たすよう変容し，求職活動等に

取り組むことが給付の条件になっていったと指

摘している。社会的包摂を指向しつつも義務が

強調されるようになり，連立政権もこの路線を

徹底しようとしているとする。

第３章「連立政権による福祉・就労対策の展

開」では，連立政権が新たに導入したワークプ

ログラムとユニバーサル・クレジットが詳述さ

れている。ワークプログラムは，労働党政権の

ニューディール事業を置き換えたものである。

就労困難な求職者に対しては，成果主義で報酬

が支払われる民間プロバイダーによる個別支援

を早期に行うこととし，求職者にはその指示に

従う義務が課された。ユニバーサル・クレジッ

トは，所得補助，求職者給付，就労・支援給付，

住宅給付，税クレジット等を統合し，簡素で申

請しやすい仕組みとすることを目的とした連立

政権の看板政策であるが，一方で，全ての受給

者は就労可能性により区分され，斡旋された仕

事への従事など就労に向けた努力を行わなけれ

ば支給停止の制裁を受けるという制度でもあ

る。ユニバーサル・クレジットの実施は遅れて

いるが，今後注目すべきはワークプログラムと

の連動であるとする。

第４章「障害者に対する所得保障政策」では，

労働党政権が行った就労不能給付の就労・支援

給付への抜本的見直し，障害者ニューディール，

パスウェイ事業が紹介されている。労働党政権

は，以前の保守党政権と異なり，障害者に対し

ても就労支援を行うとともに，給付の権利と就

労の義務との関係を強調した。連立政権も，障

害者関連給付のユニバーサル・クレジットへの

統合に向け，これらの政策を踏襲していると指

摘する。

第５章「高齢者に対する所得保障政策」は，

ターナー年金委員会の報告を踏まえた年金制度

改革の解説が中心である。労働党政権は，貧し

い受給者に対する最低所得保障として年金クレ

ジットを導入するとともに，低中所得者対策と

して，国家第２年金，ステークホルダー年金，

国民職域貯蓄トラストを導入したほか，基礎年
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金の拡充や支給開始年齢の引上げなどの改革を

行った。さらに，最低保障年金的機能を持たせ

るため，国家第２年金のフラット化が進められ

る一方，中所得者以上には私的年金への加入が

強力に促されたが，これにより従来の保守党政

権の路線との隔たりは小さくなったと指摘す

る。他方，連立政権は，支給開始年齢引上げス

ケジュールの前倒しなど，労働党政権の方向を

継承しつつ，その改革スピードを速めようとし

ており，また，国家第２年金を基礎年金と統合

することにより，単層の定額年金に衣替えさせ

る方針である。

最後の第６章「児童に対する所得保障政策」

では，児童貧困対策が中心である。労働党政権

は，児童を養育する親の就労を重視するととも

に，就労していない親にも児童税額控除という

形で経済的支援を行った。連立政権は，児童貧

困対策の推進には賛成しているが，取り組むべ

きことは，就労による貧困からの脱出という根

本要因へのてこ入れであるとして，労働党政権

の所得保障中心主義を批判し，児童手当を３年

間凍結するとともに，所得制限を導入した。た

だし，厳しい経済情勢の下，最も援助を必要と

する者を保護する必要があるとして，児童税額

控除を引き上げた。

３ 本書の論点と課題

著者は，本書の執筆に当たり，長期の大局的

な潮流と個々の具体的な制度の動向の実際を押

さえるとともに，新しい政策の動向や論点を，

日本の政策への比較検討としてできる限り具体

的に紹介するよう心掛けたという。

そのような視点から本書を見てみると，まず，

大局的な潮流についてであるが，著者は，労働

党政権は以前の保守党政権の政策を継承した

が，連立政権も所得保障の各分野を通じて労働

党政権の政策を引き継ぎ，それを徹底したと指

摘する。ブレア労働党政権は，保守党政権の政

策をかなりの程度継承しつつ，労働党独自の理

念を加味して，貧困や社会的排除の撲滅，「福

祉から就労へ」といった新たな政策を打ち出し

てきた。他方，キャメロン連立政権は，経済危

機と大幅な財政赤字を背景に誕生した政権であ

り，発足の日から公共支出の削減に取り組まざ

るを得ない状況に置かれていた。仮に労働党政

権が続いていたとしても，程度の差はあれ，削

減はなされたと思われる。仮に選挙前に危機が

生じていなければ，それでも保守党はマニフェ

ストに大規模な歳出削減を掲げたのであろう

か。評者も，イギリスでは，拠って立つ基本的

な理念や価値には違いがあるものの，実際の政

策上，二大政党間の違いは縮小してきた，ある

いは，政治的に採りうる選択肢が少なくなって

きたと考えており，危機がなければ，両政権の

政策の違いはもっと小さかったのではないかと

思われる。

しかし，著者は，一方において，「連立政権

がイデオロギーとして小さな政府を目指してい

るかどうかは明らかでないが，「大きな政府」

の時代は終わったとし，「大きな社会」を目指

すスタンスは，いわゆる福祉国家の縮小路線を

伺わせる」（20頁）と指摘し，「財政再建とい

ういわば非常事態の中で行われていることでは

あるものの，…かつての保守党政権の路線に戻

ろうとしているのだろうか」（111頁）と懸念

する。労働党政権は，福祉給付の効率化には力

を入れたものの，児童貧困対策など増加が必要

とされる部分を増やすことにより，旧来型の福

祉国家の再編を行おうとしたのであって，その

縮小までは意図していなかったと考えられる。

連立政権では，巨額の財政赤字を前にして，給

付削減の規模は大きく，取組みの姿勢や手法は

急進的なものとなったが，児童貧困対策に配慮

し，年金の賃金スライドを復活させるという一
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面も見せている。とすると，連立政権は，労働

党政権の政策を徹底するだけでなく，一線を越

えてその先に進もうとしているのかどうか。例

えば，Tailor-Gooby（2012）は，連立政権が大

規模な削減を行った理由の一つは，削減を埋め

込み，恒久的に公的支出水準を引き下げるため

の構造改革を行うことであるという。連立政権

は労働党政権の政策を引き継いだにすぎず，給

付削減は危機への対処にすぎないのか，それと

も恒久的な変化を生じさせようとしているの

か，著者から明快な答えが欲しいところだが，

その判断にはもう少し時間が必要かもしれな

い。更なる研究の進展に期待したい。

次に，日本の政策との比較検討の参考になる

かどうかであるが，イギリスでは，政権が実施

したい政策に沿って行政組織を柔軟かつ迅速に

再編することが可能であり，政府内の様々な資

源や手段を組み合わせ，ユニバーサル・クレジ

ットのような総合的な政策を実施することがで

きる基盤がある。他方，日本では，社会保障制

度と税制は，制度，財源，行政組織から与野党

の部会，国会の所管委員会に至るまで完全に縦

割りであり，それぞれに強固な利害関係者が存

在するため，政策が相互に未調のまま，実施さ

れてしまうことが多い。子ども手当が創設でき

なかったにもかかわらず，年少扶養控除が廃止

されてしまったのが典型例である。社会保障と

税の一体改革でも，給付付税額控除が検討され

ることになっているが，国と自治体との関係を

含め，所得税・住民税，児童手当，生活保護等

の関係を整理することは容易ではないだろう。

しかし，そうであっても，今後，少子高齢化に

より国民負担が高まり，労働力不足が深刻化す

る中では，就労と福祉給付の関係強化などは参

考にすることができよう。また，選別主義の強

化は，財政健全化が喫緊の課題となっている中

で，日本にも取り入れるべき政策として恰好の

例とされるかもしれない。他方，児童貧困対策

が連立政権でも重視され，その手法が試行錯誤

されている様は，効率化の趣旨があるとはいえ，

イギリスの政治家の良心を見る思いがする。日

本では，児童貧困対策は政権交代とともに忘れ

去られてしまったようだ。著者には，本書で紹

介された政策の効果がどうであったのか，どの

ような政策が日本の参考になると考えられるの

か，ぜひ次の機会に具体的に論じて欲しいもの

だ。

なお，本書について若干の注文があるとすれ

ば，その構成である。本書では，障害者，高齢

者などの対象グループ別に，保守党政権から連

立政権までの政策を縦割りで整理してあるが，

この場合，グループごとに各政権の理念や背景

を繰り返し説明せざるを得なくなり，記述に重

複が生じやすい。また，労働党政権と連立政権

の違いが全体としてどこにあるのか把握するの

に時間がかかることになる。このため，全体の

構成を横割りとし，政権ごと（時代ごと）に政

策を整理するという構成も考えられる。どちら

がよいかは，グループごとの政策の流れを重視

するのか，各政権の政策の違いに関心があるの

かにもよるであろう。ただし，縦割りであって

も，総論を充実させれば，理解しやすくなる。

第１章「英国所得保障政策の俯瞰」については，

所得保障制度の体系や概況にもう少し頁数を割

くとともに，各政党・政権の理念や価値，社会

経済の状況等について解説があったら，よりバ

ランスがとれたものになったのではないかと思

われる。筆者も，あとがきで，「事実関係を確

認する記述的部分が増え，大局的な分析という

観点が弱くなった」（225頁）と率直に述べて

いるが，構成を工夫すれば，そのような部分を

補強できたかもしれない。これとも関連するが，

本書の縦割りの構成の中で，第３章「連立政権

による福祉・就労対策の展開」の位置づけが中
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途半端な感じがする。第１章と合わせて総論と

して整理し，その後，グループごとの各論が続

くという構成でもよかったのではないだろう

か。

いずれにしても，本書は，イギリスの所得保

障制度のあり方について，最新の情報を含め，

体系的かつ正確に整理された貴重な資料であ

る。イギリスの社会保障制度を研究する者にと

っては，常に傍らに置いて参考にしたい保存版

の一冊である。

（井上恒男著『英国所得保障政策の潮流―就

労を軸とした改革の動向』ミネルヴァ書房，

2014年３月，ix＋250p，6,000円＋税）

（いとう・よしのり　一橋大学経済研究所教授）
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